
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報端末と、車両に搭載された車載端末と、を備える情報システムであって、
　前記各情報端末は、
　自装置が保有するアドレス情報を、自装置の通信エリア内に存在する車載端末に送信す
る機能を備えた前記アドレス情報を車載端末に提供するためのアドレス情報提供手段
　を備え、
　前記車載端末は、
　前記アドレス情報提供手段から送信されたアドレス情報を受信する機能を備えた前記ア
ドレス情報提供手段から提供されるアドレス情報を入手するためのアドレス情報入手手段
と、
　前記アドレス情報入手手段によって入手されたアドレス情報を用いて通信を行う通信手
段と、
　前記通信手段の通信内容に関する報知を行う報知手段と、
　前記アドレス情報入手手段によって入手されたアドレス情報を記憶するアドレス情報記
憶手段と、
　前記複数の情報端末の内、特定の情報端末の通信エリアに進入したことを検知する検知
手段と、
　前記検知手段にて特定の情報端末の通信エリアに進入したことが検知されると、前記ア
ドレス情報記憶手段に記憶されたアドレス情報を、前記特定の情報端末へ送信するアドレ
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ス情報出力手段と、
　を備え、
　更に、
　前記特定の情報端末は、
　前記車載端末のアドレス情報出力手段によって送信されたアドレス情報を受信して、自
装置内に登録するアドレス情報入力手段と、
　ブロードキャストされた情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された情報からアドレス情報を取得するアドレス情報取得手
段と、
　を備え、前記アドレス情報取得手段によって取得されたアドレス情報を、前記アドレス
情報提供手段によって、自装置の通信エリア内に存在する車載端末に送信する構成にされ
ていること
　を特徴とする情報システム。
【請求項２】
　情報端末と、車両に搭載された車載端末と、を備える情報システムであって、
　前記情報端末は、
　ブロードキャストされた情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された情報からアドレス情報を取得するアドレス情報取得手
段と、
　前記アドレス情報取得手段によって取得されたアドレス情報を、自装置の通信エリア内
に存在する車載端末に送信する機能を備えた前記アドレス情報を車載端末に提供するため
のアドレス情報提供手段と、
　を備え、
　前記車載端末は、
　前記アドレス情報提供手段から送信されたアドレス情報を受信する機能を備えた前記ア
ドレス情報提供手段から提供されるアドレス情報を入手するためのアドレス情報入手手段
と、
　前記アドレス情報入手手段によって入手されたアドレス情報を用いて通信を行う通信手
段と、
　前記通信手段の通信内容に関する報知を行う報知手段と、
　車両状態を検出する車両状態検出手段と、
　前記アドレス情報入手手段が、前記アドレス情報提供手段から送信されたアドレス情報
を受信している時に、

車両乗員に向けて、警告を発する警告手段と、
　を備え

　

　を特徴とする情報システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報システムにおいて、
　前記アドレス情報提供手段は、アドレス情報を車載端末に自動送信する自動送信機能を
有し、
　前記情報端末は、ユーザの操作に従って、前記アドレス情報提供手段が有する自動送信
機能のオン／オフを切り替える切替手段、を備えること
　を特徴とする情報システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の情報システムにおいて、
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前記車両状態検出手段により車両状態が所定の状態に遷移したこと
が検出されると、

、
　前記車両状態検出手段は、前記車両状態として、車両の停止中に、車両乗員が車両を走
行させるために操作する、ブレーキ系統又は動力伝達系統の状態を検出する構成にされ、

前記警告手段は、前記車両状態検出手段により、前記ブレーキ系統又は動力伝達系統の
状態が車両停止時の状態から走行開始時の状態に遷移したことが検出されると、前記警告
を発する構成にされていること



　前記アドレス情報提供手段は、前記アドレス情報を所定の媒体に記録する記録手段を備
え、
　前記アドレス情報入手手段は、前記所定の媒体に記録されたアドレス情報を読み取る読
取手段を備えること
　を特徴とする情報システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報システムにおいて、
　前記車載端末は、車両状態を検出する車両状態検出手段を備えること
　を特徴とする情報システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報システムにおいて、
　前記車両状態検出手段は、車両状態として車両のアクセサリスイッチの状態を検出し、
　前記アドレス情報入手手段は、前記車両状態検出手段によって検出された前記アクセサ
リスイッチの状態がオンになった場合に、通信エリア内の情報端末に対して問い合わせ信
号を送信して、前記情報端末から前記アドレス情報を受信すること
　を特徴とする情報システム。
【請求項７】
　請求項４に記載の情報システムにおいて、
　前記車載端末は、前記所定の媒体との接続を検知する接続検知手段を備え、
　前記アドレス情報入手手段は、前記接続検知手段によって、前記所定の媒体との接続が
検知された場合に、前記所定の媒体からアドレス情報の入手を行うこと
　を特徴とする情報システム。
【請求項８】
　請求項４または７に記載の情報システムにおいて、
　前記所定の媒体は、リムーバブルメモリであること
　を特徴とする情報システム。
【請求項９】
　請求項４または７に記載の情報システムにおいて、
　前記所定の媒体は、携帯電話であること
　を特徴とする情報システム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の情報システムにおいて、
　前記アドレス情報は、ＵＲＬまたは電子メールアドレスの少なくともいずれか一方であ
ること
　を特徴とする情報システム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の情報システムにおいて、
　前記車載端末と前記情報端末との間でやりとりするアドレス情報は、前回やりとりした
後に更新された部分のアドレス情報とすること
　を特徴とする情報システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の情報システムにおける当該請求項に記載の車載端末
。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれかに記載の情報システムにおける当該請求項に記載の情報端末
。
【請求項１４】
　請求項１～１１のいずれかに記載の情報システムにおける各手段としてコンピュータを
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
車載端末等に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来より、例えば携帯電話に接続可能な車載用ナビゲーション装置のように、インターネ
ット等の通信網を介して通信を行うことのできる車載端末が知られている。こうした車載
端末が、インターネット等を介して他の装置と通信を行う場合には、自己の通信の相手先
を特定するためのアドレス情報が必要となる。
【０００３】
車載端末は、アドレス情報を、例えば、アドレスの入力を促す画面を表示して、ユーザに
入力させたり、既に登録されているアドレス情報の一覧などを表示し、ユーザに選択させ
たりして取得している。例えば、ブラウザを備える車載端末では、ユーザは、アクセスす
るサイトのＵＲＬをリモコン等から入力して通信の相手先を指示したり、検索エンジン等
のサイトへアクセスさせて、所望のサイトへのリンクを表示させ、所望のリンクを選択す
ることで通信の相手先を指示したり、いわゆるブックマークや履歴などとして以前にアク
セスしたサイトの一覧を表示させ、所望のサイトを選択したりして通信の相手先を指示し
たりしている。また、電子メールの送受信機能を備える車載端末では、ユーザは、電子メ
ールの送信相手のアドレスを入力したり、いわゆるアドレス帳に記憶しておいた送信相手
のアドレスから選択したりして通信の相手先を指示している。
【０００４】
ところが、新たな相手と通信をしようとした場合には、アドレスをユーザが入力する必要
がある。車載端末は、例えば、キー数に制限のあるリモコンや、ＰＣに比べて小さな画面
、そして、こうした画面に設けたタッチパネル等から入力を行うように構成されており、
これらの制限の多い表示手段や入力手段を用いてアドレスを入力するのは時間がかかり実
用性に欠けていた。また、こうした入力操作を新たに覚えるのは、非常に大変であり、一
般的になかなか受け入れられないという問題があった。
【０００５】
さらに、こうした車載端末は車両に搭載されているため、ユーザは、車両に乗り込んでか
らアドレスの入力操作を行う必要がある。車両は本来移動のために利用されるものである
ため、ユーザは、乗り込んだらすぐに運転を行って移動をすることが多い。そのため、ユ
ーザが車載端末に対してアドレスを入力することは、困難である場合が多い。
【０００６】
一方、近年、テレビやラジオなどで、ＵＲＬやドメイン名等を使った宣伝広告がなされて
いる。例えば、こうした宣伝広告等を見て興味を持ったサイトなどがあった場合、そのＵ
ＲＬ等を覚えておき、車載端末に入力すれば、そのサイトのコンテンツを閲覧できるので
あるが、ＵＲＬ等のアドレス情報は、例えば英数字の羅列などで構成されており、覚える
ことが難しい場合が多い。こうした場合には、例えばテレビＣＭ等で短時間表示されたア
ドレス情報を正確にメモし、そのメモを車内へ持ち込み、メモを見てリモコン等からアド
レス情報を入力する必要があり、非常に困難で、手間がかかるという問題がある。よって
、例えば、ユーザが、自宅でテレビ等を見て興味を持ったサイトの内容を、車載端末で確
認したいと思っても、実際にそのような利用方法を取ることは困難であった。
【０００７】
本発明は、上述した問題点に鑑み、ユーザが手間をかけずに容易に通信を行うことができ
る車載端末と、その車載端末を含む情報システム等を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
　上述した問題点を解決するためになされた請求項１に記載の情報システムは

10

20

30

40

50

(4) JP 3932974 B2 2007.6.20

、複数の情
報端末と車載端末とを備える。
　各情報端末は、アドレス情報を車載端末に提供するためのアドレス情報提供手段を備え



入手したアドレス情報を用いて通
信を行う。また車載端末は、通信内容に関する報知を行う。報知手段が例えばブラウザな
どで構成される場合、車載端末は、入手したアドレス情報の示すＵＲＬのサイトへアクセ
スして、 htmlファイルや画像ファイルを取得して画面に表示したり、音声で文書情報の読
み上げを行ったりするように構成できる。また例えばメーラーであれば、報知手段

先の電子メールアドレスへ送信する文書の内容等を報知するように構成することができ
る。
【０００９】
　このように、 車載端末で通信に利用するアドレス情報を、情報端末から入
手して通信に用いるため、ユーザが車載端末にアドレス情報を入力しなくても、車載端末
は通信を行うことができる。

ブロードキャストには、例えばテレビやラジオといった各種の放送やインターネッ
トを介した配信などを含む。すなわち、いわゆるプッシュ型配信されるものを含
【００１０】
　このようにして、ブロードキャストされた情報（例えばテレビのＣＭなど）からアドレ
ス情報（例えばＵＲＬ）を情報端末で取得して車載端末へ提供し、車載端末で、提供され
たアドレス情報を用いて通信

送信先の電子メールアドレスを
、ブロードキャストされた情報から取得して利用することができるので、ユー ち
いちメールアドレスを入力しなくてもメールを送信できる。
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、アドレス情報提供手段により、自装置が保有するアドレス情報を、自装置の通信エリア
内に存在する車載端末に送信する。
　一方、車載端末は、情報端末から提供されるアドレス情報を入手するためのアドレス情
報入手手段を備え、このアドレス情報入手手段により、情報端末から送信されたアドレス
情報を受信する。そして、アドレス情報入手手段により

は、送
信

本発明では、

　また、車載端末は、アドレス情報入手手段によって入手されたアドレス情報を記憶する
アドレス情報記憶手段を備えるとともに、自装置が特定の情報端末の通信エリアに進入し
たことを検知する検知手段を備え、検知手段にて特定の情報端末の通信エリアに進入した
ことが検知されると、アドレス情報出力手段により、アドレス情報記憶手段に記憶された
アドレス情報を、上記特定の情報端末へ送信する。
　なお、これに対応して、上記特定の情報端末は、アドレス情報入力手段を備え、アドレ
ス情報入力手段により、車載端末から送信されたアドレス情報を受信して、これを自装置
内に登録する。
　車載端末は、車両に搭載されている機器（車載機器）であるので、車両の移動に伴い、
車載端末も移動するが、例えば、複数の場所に情報端末がある場合、車載端末は、ある情
報端末からアドレス情報を入手して、記憶しておき、このアドレス情報を、特定の情報端
末に対して出力することで、特定の情報端末に、別の情報端末の持つアドレス情報を与え
ることができる。なお、情報端末は、アドレス情報入力手段によって得た情報を、記憶し
たり、通信に利用したりする構成にすることができる。
　例えば、特定の情報端末が、ユーザの自宅に設置された情報端末であり、他の情報端末
が地域や店舗の情報に対するアドレス情報を送信するものである場合、ユーザは、自宅で
、車両で移動した箇所の情報を得ることが容易にできる。
　また、本発明においては、複数の情報端末の内、少なくとも、上記アドレス情報入力手
段にて車載端末から送信されたアドレス情報を受信する特定の情報端末が、ブロードキャ
ストされた情報を受信する受信手段と、受信手段によって受信された情報からアドレス情
報を取得するアドレス情報取得手段と、を備え、アドレス情報取得手段によって取得され
たアドレス情報を、アドレス情報提供手段によって、自装置の通信エリア内に存在する車
載端末に送信する機能を有する。
　この

む。

を行えば、ユーザは、車載端末において手間をかけずに容易
に通信を行うことができる。特に、プッシュ型配信される情報であれば、ユーザが主体的
・能動的にアドレスを取得するための操作を行わなくてもアドレス情報を取得することが
できるので、ユーザは、手間をかけずに容易に通信を行うことができる。
　例えば、車載端末がメーラー機能を備えるのであれば、

ザは、い



【００１１】
　また、車載端末は、請求項２記載のように、

　その他、情報端末のアドレス情報提供手段は、請求項３記載のように、アドレス情報を
車載端末に自動送信する自動送信機能を有する構成にされ、情報端末は、ユーザ操作に従
って、アドレス情報提供手段が有する自動送信機能のオン／オフを切り替える構成にされ
るとよい。
【００１２】

、情報端末の車載端末に対するアドレス情報の提供、及び、車載端
末の情報端末からのアドレスの入手は、 に示すように 。すなわち
、情報端末は、所定の媒体に対して、取得したアドレス情報を記録し、車載端末は、その
所定の媒体に記憶されたアドレス情報を読み出して 。特に、
所定の媒体 憶媒体とし、情報端末及び車載端末において、着脱自在に構成するとよ
い。例えば、所定の媒体は、ＥＥＰＲＯＭ、各種の不揮発性のＲＡＭ等（例えばメモリー
カード）等とすることができる。このようにすれば、この媒体を介してアドレス情報を車
載端末で得ることができる。なお、こうした媒体との信号のやりとりは例えば有線で行っ
てもよいし、無線で行ってもよい。
【００１３】
　そして、車載端末が、車両に搭載されたバッテリから電源の供給を受ける端末であった
り、 に示すように、例えば各種のセンサやスイッチ等の車両状態検出手段と接続
されており、車両の状態をこうした車両状態検出手段から取得して処理する機能を備える
端末であったり、例えばインスツルメントパネル内等に組み込まれた端末のように車両内
に固定された端末であったりする場合には、移動や取り外しが特に困難であるので、効果
が大きい。こうした車載端末では、車両に乗り込んでから操作を行う必要性が特に高いの
であるが、前述したように情報端末からアドレス情報を入手するため、操作を容易にでき
るからである。
【００１４】
　さらに、 に示すよう 両状態として車両のアク
セサリスイッチの状態を検出し、アクセサリスイッチがオンになった場合

のようにすれば、ユーザ アドレス情報の取得開始指示等を入
力しなくても、
【００１５】
　また、 に示したように、車載端末が、所定の媒体を介して情報入手する場合に
は、例えば、 に示すように構成するとよい。すなわち、車載端末は、所定の媒体
との接続が検知された場合に、アドレス情報の入手を行う。接続が検知された場合とは、
例えば車載端末から所定の媒体に記録された情報を取得可能な状態となった場合であり、
例えば、物理的に信号線等で接続された場合や、無線等の所定の通信媒体を介して所定の
媒体に記録された情報が取得可能になった場合を含む。
【００１６】
こうした媒体としては、請求項８に示すようにリムーバブルメモリなどが利用できる。リ
ムーバブルメモリの場合には、例えば、車載端末にリムーバブルメモリのスロット等を設
けておき、このスロットにリムーバブルメモリが挿入されたことを接続検知手段が検知し
た場合に、接続されたとして、リムーバブルメモリに記録されたアドレス情報の入手を開
始するように構成することができる。
【００１７】
　また、所定の媒体としては、例えば、 に示すように携帯電話を用いることがで
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車両の停止中であって、アドレス情報入手
手段がアドレス情報提供手段から送信されたアドレス情報を受信している時に、車両乗員
により操作されて、ブレーキ系統又は動力伝達系統の状態が車両停止時の状態から走行開
始時の状態に遷移すると、車両乗員に向けて、警告を発する構成にされるとよい。

　また、情報端末と車載端末との間で行われるアドレス情報の送受信は、無線通信で行う
ことができる。その他

請求項４ 行われてもよい

利用する構成にされてもよい
は、記

請求項５

請求項６ に、アドレス情報入手手段は、車
に、通信エリア

内の情報端末に対して問い合わせ信号を送信して、情報端末からアドレス情報を受信する
構成にされるとよい。こ が、

情報端末のアドレス情報が自動的に車載端末に取り込まれる。

請求項４
請求項７

請求項９



きる。例えば携帯電話と車載端末にブルートゥース（登録商標）等の近距離無線通信手段
を備え、ユーザの携帯電話が、車載端末の近距離無線通信手段の通信エリアに入った場合
に、接続検知手段は、接続されたとして、アドレス情報の取得を開始するように構成する
ことができる。
【００１８】
　そして、アドレス情報は、直接的または間接的に通信相手を特定するための種々の情報
を用いることができる。例えば、 に示すように、ＵＲＬや電子メールアドレス
とすることができ
【００２１】
　 車載端末と情報端末との間でやりとりするアドレス情報は、 に示すよ
うに、前回やりとりした後に更新された部分のアドレス情報とするとよい。すなわち、情
報端末のアドレス情報提供手段は、前回提供したアドレス情報から更新された部分のアド
レス情報のみを提供するようにする。また、車載端末のアドレス情報出力手段も前回出力
したアドレス情報から更新された部分のアドレス情報のみを出力するようにする。
【００２２】
このようにすればアドレス情報のやりとりの高速化が可能となる。また、例えば、所定の
媒体を介してやりとりする場合には、所定の媒体への書き込み回数や書き込む情報量を減
らすことができ、媒体の寿命を縮めずにすむ。
なお、上述した情報システムにおける情報端末や車載端末は、単独で生産、譲渡、貸し渡
し等することができる。すなわち、請求項１２に示すような車載端末や、請求項１３に示
すような情報端末とすることができる。
【００２５】

請求項１４に示すように、請求項１～１１のいずれかに記載の情報システムにお
ける各手段をコンピュータシステムにて実現する場合、例えば、コンピュータシステム側
で起動するプログラムとして備えることができる。このようなプログラムの場合、例えば
、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、必要に応じてコンピュータシス
テムにロードして起動することにより用いることができ、また、ネットワークを介してロ
ードして起動することにより用いることもできる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明が適用された実施例について図面を用いて説明する

、本発明の実
施の形態は、下記の実施例に何ら限定されることなく、本発明の技術的範囲に属する限り
種々の形態を採りうることは言うまでもない。
［ ］
　図１は、 の情報システムの構成を示す図である。 の情報システムは、家庭
、オフィス、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等に設置された情報端末１と、車
両に搭載された車載端末２とを備える。
【００２７】
情報端末１は、例えば、テレビ、パソコン、その他各種のサービスを実現するサービス端
末などとして構成されており、ＩＳＰ３ａを介してインターネット等のＷＡＮに接続され
ている。宣伝依頼者は、自己の商品やサービスを紹介するウェブサイトをインターネット
に接続されたＩＳＰ３ｂのウェブサーバ４ｂに備え、インターネットを介してアクセスし
てきた情報端末１に対して、ウェブサーバ４ｂが情報を提供する。また宣伝依頼者は、そ
のサイトのＵＲＬと連絡先の電子メールアドレスを含むＣＭ映像及び音声とアドレス情報
とを放送局６からデジタルテレビ放送（例えばＢＳ、ＣＳ等）で送信する。
【００２８】
情報端末１は、図２に示すように、放送局６から送信されるデジタルテレビ放送を受信し
て、映像信号、音声信号、データ信号を得る受信回路１１と、制御回路１７の制御により
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請求項１０
る。

また、 請求項１１

　また、

。但し、以下では、本
発明の基礎となる参考例を説明した後に、本発明の実施例を説明する。また

参考例
参考例 参考例



、画像を生成したり、生成した画像を受信回路１１によって生成された映像信号とともに
表示装置１８に表示させるための信号を生成する表示制御回路１２と、車載端末２と無線
通信を行うための無線機１４と、リムーバブルメモリ７の読み書きを行うためのリムーバ
ブルインターフェース（Ｉ／Ｆ）１５と、ＩＳＰ３に接続され（図１参照）ネットワーク
制御を行うネットワークＩ／Ｆ１６と、これら各部を制御する制御回路１７とを備える。
【００２９】
制御回路１７は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ及びＲＡＭ
に記憶されたプログラムに基づいて、受信回路１１によって受信した放送からアドレス情
報を抽出して、表示装置１８に表示させ、操作スイッチ群１３によって選択されたアドレ
ス情報を、無線機１４から送信したり、リムーバブルメモリ７にリムーバブルメモリＩ／
Ｆ１５から書き込んだりするアドレス情報取得提供処理を行う。
【００３０】
一方、車載端末２は、車両に搭載された端末であり、ナビゲーション機能、インターネッ
ト接続機能を有する。車載端末２は、図３のブロック図に示すように、車両の現在位置を
検出する位置検出器２１と、ユーザーからの各種指示を入力するための操作スイッチ群２
２と、操作スイッチ群２２と同様に各種指示を入力可能なリモートコントロール端末（以
下、リモコンと称す。）２３ａと、リモコン２３ａからの信号を入力するリモコンセンサ
２３ｂと、各種の情報センターから渋滞情報等の各種の情報を受信したり、インターネッ
トと接続したり、情報端末１の無線機１４と無線通信を行うための無線機２４と、図デー
タや各種の情報を記録した外部記憶媒体から地図データ等を入力する地図データ入力器２
５と、地図表示画面やＴＶ画面等の各種表示を行うための表示装置２６と、各種のガイド
音声等を出力するための音声出力装置２７と、操作スイッチ群やリモコンと同様の各種指
示を音声で入力するためのマイク２８と、リムーバブルメモリの読み出し、書き込みを行
うリムーバブルメモリインターフェース（Ｉ／Ｆ）２９と、例えば Bluetooth（登録商標
）のように、車内に持ち込まれた機器などと通信を行う車内外部インターフェース３０と
、図示しないバッテリに接続され、位置検出器２１，無線機２４，地図データ入力器２５
，表示装置２６，リムーバブルメモリＩ／Ｆ２９，車両信号入力Ｉ／Ｆ３２などに対する
電源を制御する電源制御部３１と、車内ＬＡＮや各種のセンサ等と接続され、アクセサリ
スイッチ（ＡＣＣ），パーキングブレーキ（ＰＫＧ），車速などの各種の車両信号を入力
する車両信号入力Ｉ／Ｆ３２と、上述した各部からの入力に応じて各種処理を実行し、各
部を制御する制御回路２９とを備えている。
【００３１】
位置検出器２１は、ＧＰＳ (Global Positioning System）用の人工衛星からの送信電波を
ＧＰＳアンテナを介して受信し、車両の位置，方位，速度等を検出するＧＰＳ受信機２１
ａと、車両に加えられる回転運動の大きさを検出するジャイロスコープ２１ｂと、車両の
前後方向の加速度等から走行した距離を検出するための距離センサ２１ｃと、地磁気から
進行方位を検出するための地磁気センサ２１ｄとを備えている。そして、これら各センサ
等２１ａ～２１ｄは、各々が性質の異なる誤差を有しているため、互いに補完しながら使
用するように構成されている。
【００３２】
操作スイッチ群２２としては、表示装置２６と一体に構成され、表示画面上に設置される
タッチパネル及び表示装置２６の周囲に設けられたメカニカルなキースイッチ等が用いら
れる。なおタッチパネルと表示装置２６とは積層一体化されており、タッチパネルには、
感圧方式，電磁誘導方式，静電容量方式，あるいはこれらを組み合わせた方式など各種の
方式があるが、そのいずれを用いてもよい。
【００３３】
無線機２４は、ＤＳＲＣ通信機と、携帯電話、ＦＭ放送を受信したり道路近傍に配置され
たＶＩＣＳ（ Vehicle Information and Communication System：道路交通情報システム）
サービス用の固定局から、電波ビーコン信号及び光ビーコン信号を受信するＶＩＣＳレシ
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ーバなどを備える。また、無線機２４として、無線ＬＡＮ装置と、携帯電話を備えており
、無線通信により、情報端末１の無線機１４と通信を行ったり、ＩＳＰと接続してインタ
ーネット上のサーバから情報を取得したり、インターネットに対して情報を送信したりす
る。
【００３４】
地図データ入力器２５は、位置特定の精度向上のためのいわゆるマップマッチング用デー
タ、地図データ、マークデータを含む各種データを入力するための装置である。これらの
データの記録媒体としては、そのデータ量からＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤを用いるのが一般的
であるが、ハードディスクなどの磁気記憶装置やメモリカード等の他の媒体を用いても良
い。
【００３５】
地図データ中の道路データ（道路情報に相当する）は、交差点等の複数のノード間をリン
クにより接続して地図を構成したものであって、それぞれのリンクに対し、リンクを特定
する固有番号（リンクＩＤ）、リンクの長さを示すリンク長、リンクの始端と終端とのｘ
，ｙ座標、リンクの道路幅、および道路種別（有料道路等の道路情報を示すもの）、道路
を特定するための道路ＩＤ（例えば国道○号線のような道路を特定する情報）のデータか
らなるリンク情報を備える。また地図データ中には、地名情報、交通情報、施設情報がそ
の座標（ｘ，ｙ座標）とともに記憶されている。
【００３６】
表示装置２６は、カラー表示装置であり、液晶ディスプレイ，プラズマディスプレイ，Ｃ
ＲＴなどがあるが、そのいずれを用いてもよい。表示装置２６の表示画面には、位置検出
器２１にて検出した車両の現在位置と地図データ入力器２５より入力された地図データと
から特定した現在地を示すマーク、目的地までの誘導経路、名称、目印、各種施設のマー
ク等の付加データとを重ねて表示することができる。また、施設のガイド等も表示できる
。そして、音声出力装置２７は、地図データ入力器２５より入力した施設のガイドや各種
案内の音声を出力することができる。
【００３７】
リムーバブルメモリＩ／Ｆ２９は、リムーバブルメモリ７を着脱自在に構成されており、
リムーバブルメモリ７の装着状況を制御回路２９へ通知する機能をそなえ、リムーバブル
メモリ７が装着された際に、制御回路２９の制御によって、リムーバブルメモリ７に記録
されたデータを読み出したり、リムーバブルメモリ７にデータを記録したりする。
【００３８】
制御回路２９は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ及びＲＡＭ
に記憶されたプログラムに基づいて、位置検出器２１からの各検出信号に基づき座標及び
進行方向の組として車両の現在位置を算出し、地図データ入力器２５を介して読み込んだ
現在位置付近の地図等を表示装置２６に表示する地図表示処理や、地図データ入力器２５
に格納された地点データに基づき、操作スイッチ群２２やリモコン２３ａ等の操作に従っ
て目的地となる施設を選択し、現在位置から目的地までの最適な経路を自動的に求める経
路計算を行って経路案内を行う経路案内処理を行う。このように自動的に最適な経路を設
定する手法は、ダイクストラ法等の手法が知られている。
【００３９】
制御回路２９は、さらに、無線機２４を介してインターネットに接続し、電子メールを送
受信するメール機能と、ウェブサーバへアクセスし、ページ情報を取得して表示装置２６
に表示するブラウザ機能を備える。
こうした電子メールの送信先のメールアドレスや、ウェブサーバのＵＲＬ等のアドレス情
報は、操作スイッチ群２２やリモコン２３ａから入力することができる。また、こうした
アドレス情報は、無線機２４やリムーバブルメモリ７を介して情報端末１から入手する機
能を備える。
【００４０】
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情報端末１から車載端末２へのＵＲＬ等のアドレス情報の転送のための処理について以下
に説明する。なお以下の説明では、アドレス情報として、ＵＲＬの例で説明するが、電子
メールアドレスやその他のアドレス情報の場合にも同様の処理によって転送することがで
きる。
【００４１】
まず、情報端末１の制御回路１７によるアドレス情報提供処理について説明する。情報端
末１は、放送からＵＲＬを受信してリムーバブルメモリ７に記録したり、無線機１４を介
して車載端末２の無線機２４と通信を行い、放送から受信したＵＲＬを転送するアドレス
情報提供処理を行う。
【００４２】
このアドレス情報提供処理では、ＵＲＬ管理登録画面で設定された状態に応じて処理を行
う。このＵＲＬ管理登録画面を図４（ａ）に示す。このＵＲＬ登録画面では、放送から受
信したＵＲＬをメモリに自動的に登録するか否か（自動登録：自動，手動）、ＵＲＬの登
録を行う際に確認を行うか否か（確認：する，しない）、受信したＵＲＬを自動転送する
か否か（自動転送：する，しない）、自動転送する場合のＩＰアドレス、リムーバブルメ
モリ７へ自動転送するか否か（メモリライト：する，しない）を、操作スイッチ群１３か
ら選択することができる。図５（ａ）で黒丸（●）の付いている側（すなわち「登録」で
あれば「自動」の側）が現在選択されていることを示しており、図４（ａ）に示す設定状
態がデフォルトの設定である。
【００４３】
このような設定に従って図５に示すアドレス情報提供処理を行う。
図５のＳ１１０では、受信回路１１からデータを入力する。そして、続くＳ１２０では、
受信したデータにＵＲＬが含まれるか否かを判定し、ＵＲＬが含まれない場合には（Ｓ１
２０：ＮＯ）、Ｓ１１０へ移行する。一方、ＵＲＬが含まれる場合には（Ｓ１２０：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ１３０へ移動する。
【００４４】
Ｓ１３０では、図４（ａ）に示した登録を自動で行うか手動で行うかの設定を参照し、自
動で登録を行う設定である場合には（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、Ｓ１４０へ移行して、図４（
ｂ）に示すように、ＵＲＬの受信を報知して、Ｓ１７０で受信したＵＲＬを制御回路１７
に内蔵されたメモリに登録する。
【００４５】
一方、手動で登録を行う設定である場合には（Ｓ１３０：ＮＯ）、Ｓ１５０へ移行して、
図４（ｃ）に示すように、受信したＵＲＬを登録するか否かを確認する画面を表示制御回
路１２を制御して表示装置１８に表示させる。
登録するが選択された場合、すなわち、図４（ｃ）の「はい」が操作スイッチ群１３から
選択された場合（Ｓ１６０：ＹＥＳ）、Ｓ１７０へ移行して、受信したＵＲＬを制御回路
１７に内蔵されたメモリに登録する。
【００４６】
Ｓ１８０では、図４（ａ）の画面で設定されている自動転送する・しないの設定を確認し
、設定が「自動転送する」の場合には（Ｓ１８０：ＹＥＳ）、Ｓ２００へ移行して、無線
機１４から図４（ａ）の設定画面で設定されたＩＰアドレスの機器へ受信したＵＲＬを送
信する。一方、設定が「自動転送しない」の場合には（Ｓ１８０：ＮＯ）、Ｓ１９０へ移
行する。Ｓ１９０では、転送するか否かを選択する画面を表示装置１８に表示し、操作ス
イッチ群１３によって選択させる。転送するが選択された場合には（Ｓ１９０：ＹＥＳ）
、Ｓ２００へ移行して、無線機１４から図４（ａ）の設定画面で設定されたＩＰアドレス
の機器へ受信したＵＲＬを送信する。一方、転送しないが選択された場合には（Ｓ１９０
：ＮＯ）、Ｓ２１０へ移行して、転送を行わない。
【００４７】
Ｓ２１０では、図４（ａ）の画面で設定されているメモリライトする・しないの設定を確
認し、メモリライトするの設定の場合には（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、Ｓ２３０へ移行して、
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リムーバブルメモリＩ／Ｆ１５を制御して、リムーバブルメモリ７に対して、受信したＵ
ＲＬを書き込む。なお、情報端末１にリムーバブルメモリ７が装着されていない場合には
、リムーバブルメモリを装着する指示を表示装置１８に表示して、装着を促す。
【００４８】
一方、メモリライトしないの設定の場合には（Ｓ２１０：ＮＯ）、Ｓ２２０へ移行して、
メモリライトするか否かの選択画面を表示装置１８に表示させ、操作スイッチ群１３から
の選択を促す。メモリライトするが選択された場合には（Ｓ２２０：ＹＥＳ）、Ｓ２３０
へ移行してリムーバブルメモリ７に対して、受信したＵＲＬを書き込んで、Ｓ１１０へ戻
る。一方、メモリライトしないが選択された場合には（Ｓ２２０：ＮＯ）メモリライトを
行わずＳ１１０へ戻る。
【００４９】
このようにして、放送局６の放送を受信して、受信した放送に含まれるＵＲＬをリムーバ
ブルメモリ７に記録したり、無線機１４から送信したりすることができる。
なお、上記の例では、ＵＲＬはデジタルデータで受信することとしたが、例えば、映像の
中から画像認識等によって抽出するようにしてもよい。また、ＵＲＬを受信した場合には
、受信したＵＲＬを表示するようにするとよい。すなわち、図４（ｂ）（ｃ）の画面内に
「ｈｔｔｐ：／／ＡＢＣＤ．ｃｏｍ」のように表示する。さらにＵＲＬを受信した場合に
、図４（ｄ）に示すように、「今すぐ見ますか」などと、受信したＵＲＬのページを表示
するか否かを選択する画面を表示装置１８に表示し、操作スイッチ群１３からの選択を促
し、表示するが選択された場合には、ネットワークＩ／Ｆ１６を制御して受信したＵＲＬ
のページの情報を取得して、表示装置１８に表示するようにしてもよい。
【００５０】
また、Ｓ１４０、Ｓ１７０、Ｓ２００、Ｓ２３０では、図４（ａ）の画面で設定されてい
る「確認」が「する」の設定の場合には、表示装置１８に、その操作を行うか否かの確認
画面を表示して、操作スイッチ群１３から選択させるようにしてもよい。このようにすれ
ば、処理の実行前にユーザに対して確認を行うことができる。
【００５１】
図５の処理に加え、操作スイッチ群１３のリスト表示ボタンが押下されたことを検出する
と、制御回路１７は、図４（ｅ）に示すように、図５のＳ１７０で記憶されたＵＲＬを含
む、制御回路１７のメモリに記憶されたＵＲＬの一覧をリストとして表示する。そして、
このリストとして表示されたＵＲＬの中から、操作スイッチ群１３によって選択されたＵ
ＲＬへ、ネットワークＩ／Ｆ１６を介してアクセスして情報を取得して表示装置１８に表
示させたり、このリストの中から操作スイッチ群１３によって選択されたＵＲＬを、無線
機１４を介して転送したり、リムーバブルメモリＩ／Ｆ１５を介してリムーバブルメモリ
７へ書き込んだりする。
【００５２】
図５のＳ２３０や上述したリストからの選択によりＵＲＬが記録されたリムーバブルメモ
リ７は、情報端末１から取り外し、図１及び図５に示す車載端末２へ装着して、車載端末
２で読み取ることができる。また、図４（ａ）のＩＰアドレスを車載端末２のＩＰアドレ
スに設定しておくことで、情報端末１の無線機１４から送信されたＵＲＬを車載端末２の
無線機２４で受信することができる。
【００５３】
次に、こうした車載端末２の制御回路２９におけるアドレス情報入手処理について図６を
参照して説明する。この処理は、車両信号入力インターフェース３２で検知するＡＣＣの
状態がＯＮになった際に開始し、ＡＣＣがＯＦＦになった際に終了する。
【００５４】
図６のＳ３１０では、無線機２４が、情報端末１の無線機１４からＵＲＬを受信したか否
かを判定する。受信した場合には（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、Ｓ３２０へ移行し、受信したＵ
ＲＬを制御回路２９のメモリに記憶してＳ３３０へ移行する。一方、受信していない場合
には（Ｓ３１０：ＮＯ）、Ｓ３３０へ移行する。
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【００５５】
Ｓ３３０では、リムーバブルメモリ７がリムーバブルメモリＩ／Ｆ２９に装着され、読取
可能であるか否かを判定する。リムーバブルメモリ７が読取可能である場合には（Ｓ３３
０：ＹＥＳ）、Ｓ３４０へ移行して、リムーバブルメモリ７のＵＲＬを読み出して、制御
回路２９のメモリに登録してＳ３５０へ移行する。一方、リムーバブルメモリ７が読取可
能でない場合（Ｓ３３０：ＮＯ）、すなわちリムーバブルメモリ７がリムーバブルメモリ
Ｉ／Ｆ２９に装着されていない場合などには、Ｓ３５０へ移行する。
【００５６】
Ｓ３５０では、制御回路２９のメモリに記憶されたＵＲＬを表示装置２６に一覧表示し、
操作スイッチ群２２及びリモコン２３ａから一覧表示したＵＲＬの中から所望のＵＲＬを
選択可能とする。
Ｓ３６０では、操作スイッチ群２２またはリモコン２３ａからＵＲＬが選択された否かを
判定し、選択された場合には（Ｓ３６０：ＹＥＳ）、Ｓ３７０へ移行して選択されたＵＲ
Ｌへ、無線機２４を介してインターネットに接続し、アクセスして情報を取得して表示装
置２６に表示する。
【００５７】
このようにして、情報端末１において放送から受信したＵＲＬへ、車載端末２からアクセ
スすることができる。したがって、ユーザが放送を見て興味をもった所望のサイトへ、車
載端末２からアクセスすることができる。すなわち従来のように、テレビＣＭ等で見たＵ
ＲＬをメモしたり、車両に乗り込んでから、操作スイッチ群２２やリモコン２３ａを操作
してメモしたＵＲＬを入力するといった作業は不要であり、情報を手軽に車両内で得るこ
とができる。特に、無線によって転送する場合には、ユーザには全く手間がかからない。
また、リムーバブルメモリ７を介して転送する場合も、ユーザは、単にリムーバブルメモ
リ７を、情報端末１から車載端末２へ移動させるだけでよい。
【００５８】
　なお において、図２に示す情報端末１の無線機１４は、図３に示す車載端末２
の無線機２４と直接通信を行うこととしたが、例えば、無線機１４は、携帯電話と通信を
行って、アドレス情報を携帯電話に記憶させ、携帯電話は無線機２４と通信を行って、記
憶したアドレス情報を車載端末２へ送信するようにしてもよい。携帯電話は、ユーザによ
って常に携帯される可能性が高いので、アドレス情報を手間をかけずに、媒介することが
できる。特に、携帯電話には、 Bluetooth（登録商標）のような比較的近距離の通信を行
う機能を備え、車載端末２の無線機２４は、携帯電話が通信エリア内に入ったことを検知
した場合に、アドレス情報を携帯電話から取得するとよい。このようにすれば、車載端末
２の通信による車両のバッテリの消費を抑えることができるとともに、ユーザが車両に乗
り込んだ際に、携帯電話によって媒介されたアドレス情報に基づく通信が車載端末２にお
いてすぐにできる。
【００５９】
また、上述した情報端末１の制御回路１７及び車載端末２の制御回路２９のメモリのＵＲ
Ｌ等のアドレス情報の記憶領域は、不揮発性のメモリ内の領域とする。このようにすれば
、電源が遮断されても取得したり入手したりしたアドレス情報を保持できる。
【００６０】
　 １１０の処理が受信手段としての処理に相当し、Ｓ１２０の処理がアドレス情
報取得手段としての処理に相当し、Ｓ２００，Ｓ２３０の処理がアドレス情報提供手段と
しての処理に相当する。また、Ｓ３１０～Ｓ３４０の処理がアドレス情報入手手段として
の処理に相当し、Ｓ３７０の処理が通信手段及び報知手段としての処理に相当する。
［

では、情報端末１から車載端末
２に対してＵＲＬを渡す機能について説明したが、 の情報システムは、さらに、
車載端末２の無線機２４から情報端末１の無線機１４に対して制御回路２９に記憶されて
いるＵＲＬを送信したり、車載端末２のリムーバブルメモリＩ／Ｆ１５からリムーバブル
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メモリ７に対して、制御回路２９に記憶されているＵＲＬを書き込む構成を、 の構
成及び処理に加えて備える。この場合、情報端末１の無線機１４は、車載端末２の無線機
２４からＵＲＬを受信して、制御回路１７のメモリに入力したり、リムーバブルメモリＩ
／Ｆ１５によってリムーバブルメモリ７に記録されたＵＲＬを読み出して、制御回路１７
のメモリに入力する処理を行う。そして制御回路１７は、メモリに入力されたＵＲＬを利
用して通信を行ったり、再び、無線機１４からＵＲＬを送信したり、他のリムーバブルメ
モリ７に記録したりする。
【００６１】
こうした情報システムによれば、車両の移動に伴い、車載端末２は、各所に設置された情
報端末１からＵＲＬを取得してメモリに記憶しておき、例えばユーザが自宅に戻った際に
、情報端末１であるテレビで確認することができる。例えば各所の情報端末１がその地域
や店舗の情報に対するアドレス情報を送信するようにすれば、自宅では、車両で移動した
箇所の情報を得ることが容易にできる。
【００６２】
こうした例を図７及び図８を参照して説明する。
本実施例の情報端末１は、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、レストラン、種々
の観光施設等の店舗に備えた店舗サーバと、車両の運転者の自宅に備えたテレビとして構
成されている。
【００６３】
図７のＳ５１０に示すように、車両が店舗通信エリアに進入すると、Ｓ１に示すように、
店舗サーバとしての情報端末１（以下店舗サーバと記載する）は、店舗宣伝の情報が含ま
れるウェブサイトのＵＲＬを含む店舗宣伝の送信の問い合わせを車載端末２に対して行う
。車載端末２は、Ｓ５２０のように問い合わせを受信すると、送信許可を店舗サーバへ送
信する（Ｓ２）。
【００６４】
店舗サーバは、送信許可を車載端末２から受信すると、ＵＲＬを含む店舗宣伝を車載端末
２へ送信する。車載端末２は、この店舗宣伝を受信して表示し（Ｓ５３０）、ＵＲＬを含
む宣伝を制御回路１７のメモリに記憶する（Ｓ５４０）。
車両が自宅通信エリアに進入し（Ｓ５５０）、車載端末２の無線機２４が、情報端末１で
ある自宅ＰＣの通信エリア（自宅通信エリア）に進入したことを検知すると（Ｓ５６０）
、車載端末２は、前回自宅ＰＣへ送信した情報からの更新情報を検出し、更新された店舗
宣伝を自宅ＰＣへ送信する。自宅ＰＣは、無線機１４で車載端末２の無線機２４から送信
されたＵＲＬを受信して記憶する（Ｓ４）。
【００６５】
そして、車載端末２は、リムーバブルメモリ７に制御回路１７のメモリに記憶された店舗
宣伝を書き込み（Ｓ５７０）、電源制御部３１を制御して電源を遮断する（Ｓ５８０）。
このようにして、移動中に受信した情報を帰宅時に自動送信する。自宅ＰＣの発信する無
線通信可能エリアに入ると、更新情報が自動的に通信される。
【００６６】
なお、情報端末１と車載端末２との間で通信を行う場合には、認証を行うと良い。また、
運転中に運転手がＡＣＣをＯＦＦしても、継続して通信を行い、通信完了後に電源をＯＦ
Ｆする機能を有すると効果的である。さらにリムーバブルメモリ７は、書き込み回数に物
理的に制限があるため、位置検出器２１で自宅着を検出又は、自宅ＰＣの無線通信エリア
に進入した場合に、最新情報の書き込みを行うと効果的である。
【００６７】
　また、車載端末２は、例えば、 の図６の処理に代えて、図８に示すようにしてア
ドレス情報を入手するようにしてもよい。
　すなわち、運転者が車に乗り込み、キーを差し込み、ＡＣＣ（アクセサリー）の位置ま
で回すと、車両信号入力インターフェース３２を介して電源制御部３１にＡＣＣＯＮの信
号が伝わり、電源制御部３１は、制御回路、 Ｉ／Ｆ等の車載端末２の
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各部へ電源を供給する（Ｓ７１０）。
【００６８】
無線機２４から情報端末１である自宅ＰＣに対して、更新された情報の問い合わせを送信
する（Ｓ７２０）。このように車載端末２の側から問い合わせを行うようにするとよく、
特に、ＡＣＣがＯＮになった際に問い合わせを行うようにするとよい。
【００６９】
情報端末１は、問い合わせに応じて更新されたＵＲＬを更新情報として車載端末２へ送信
する。そして、車載端末２は更新されたＵＲＬを受信して入手する（Ｓ６）。そして、車
載端末２は、リムーバブルメモリ７をチェックし、更新されＵＲＬを入手する。
【００７０】
こうして入手した更新されたＵＲＬを制御回路２９のメモリに記憶したり、現在メモリに
記憶されているＵＲＬの一覧を表示したり、選択されたＵＲＬへアクセスしてページ情報
をページ情報を取得して表示する（Ｓ７３０～７８０）。
なお、ＵＲＬ等の比較的データ量の少ないアドレス情報だけでなく、図８のＳ６では、大
容量のデータを転送する場合もありうる。したがって、車両信号入力インターフェース３
２から、サイドブレーキが解除されたこと、クラッチを踏んだこと、シフトを変更したこ
と等の走行を開始することを示す信号を検出して、万一通信中の場合には、表示装置２６
や音声出力装置２７から警告を報知し、運転手に注意を促す機能を備えるとよい。
【００７１】
また、運転者が車から離れ、自宅に設置された情報端末１から車載端末２に向けて通信の
問いかけをした場合、電源制御部３１により、電源断するようにしてもよい。
なお、本実施例において、車載端末側のＳ４の処理がアドレス情報出力手段としての処理
に相当し、自宅ＰＣ側のＳ４の処理がアドレス情報入力手段としての処理に相当する。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の情報システムを含むシステムの構成を示す説明図である。
【図２】実施例の情報端末の構成を示すブロック図である。
【図３】実施例の車載端末の構成を示すブロック図である。
【図４】情報端末における表示装置への表示の例を示す説明図である。
【図５】情報端末におけるアドレス情報提供処理のフローチャートである。
【図６】車載端末におけるアドレス情報取得処理のフローチャートである。
【図７】車載端末から情報端末へアドレス情報を送信する例を示す図である。
【図８】車載端末におけるアドレス情報取得処理の別例を示す図である。
【符号の説明】
１…情報端末　　　　　　　　２…車載端末
３…ＩＳＰ　　　　　　　　　４…ウェブサーバ
５…メールサーバ　　　　　　６…放送局
７…リムーバブルメモリ　　　１１…受信回路
１２…表示制御回路　　　　　１３…操作スイッチ群
１４…無線機　　　　　　　　１５…リムーバブルメモリＩ／Ｆ
１６…ネットワークＩ／Ｆ　　１７…制御回路
１８…表示装置　　　　　　　２１…位置検出器
２１ａ…ＧＰＳ受信機　　　　２１ｂ…ジャイロスコープ
２１ｃ…距離センサ　　　　　２１ｄ…地磁気センサ
２２…操作スイッチ群　　　　２３ａ…リモコン
２３ｂ…リモコンセンサ　　　２４…無線機
２５…地図データ入力器　　　２６…表示装置
２７…音声出力装置　　　　　２８…マイク
２９…制御回路　　　　　　　３０…車内外部インターフェース
３１…電源制御部　　　　　　３２…車両信号入力インターフェース
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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